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２－８．[電子納税]メニュー 

２－８－１．概要 

１．機能・特長 

  《魔法陣》電子申告上で eLTAX共通納税システムがご利用になれます。 

   全ての地方公共団体に電子納税が可能で、かつ、同一の税目、申告区分及び事業年度であれば複数の 

納付先に一括で電子納税することが可能です。 

２．対応税目及び申告区分 

   電子納税が可能な税目、申告区分は下記のとおりです。 

   （１）税目 

     ①法人都道府県民税・法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税 

     ②法人市町村民税 

     ③個人住民税（特別徴収） 

   （２）申告区分 

     ①確定申告 

     ②中間申告  

     ③修正申告 

     ④予定申告 

（注）みなし中間申告及び更正・決定に係る電子納税には対応しておりません。  

３．メイン画面説明 

 

（１）電子納税TAB 

    電子納税を行う場合に選択します。 

（２）本人分ボタン（ログイン） 

    納付情報の確認や、ダイレクト納付を行う場合に、eLTAXにログインするために使用します。 

    ログイン中に押下すると、納付情報一覧が最新の状態に更新されます。 

（３）詳細表示ボタン（納付情報確認・納付） 

    一覧に表示された納付情報の詳細を表示するときに使用します。納付情報の詳細画面からダイレク

ト納付を行います。 

（４）電子申告連動ボタン（納付情報発行依頼） 

    電子申告した下記税目の納付情報発行依頼を行うときに使用します。 

①法人都道府県民税・法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税 

②法人市町村民税 

（５）特別徴収ボタン（納付情報発行依頼） 

    個人住民税（特別徴収）の納付情報発行依頼を行うときに使用します。 

（６）見込納付ボタン（納付情報発行依頼） 

    下記税目（見込納付）の納付情報発行依頼を行うときに使用します。 

①法人都道府県民税・法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税 

②法人市町村民税 

（１） 

（２） （３） （４） （５） 

納付情報発行依頼済みの納付情報が一覧表示されます。 

（６） 
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２－８－２．フローチャート 

電子納税に係る一連の流れは下記のとおりです。次ページ以降で各項目について説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.納付情報発行依頼を行う 

１.ダイレクト納付用口座の登録を行う（口座登録はPCdeskで行います。） 

２.電子申告（法人住民税・事業税等）

を行う 

 

 

４.電子申告連動 

(１)手順 

(２)明細情報 

(３)明細情報の修正が必要な場合 

５.特別徴収 
（１）手順 

（２）前月分の納付情報発行依頼

作成ファイルを読み込む方法   

７.納付情報を確認する 

８.ダイレクト納付（納付用口座、納付日の選択） 

「今すぐ納付を行う」 

 

「納付日を指定して納付を行う」 

９.ダイレクト納付確認・完了 

１１.期日指定によるダイレクト納付をキ

ャンセルする。 

ダイレクト納付キャンセル完了 

１０.メッセージボックスで納付完了通知を確認する 

６．見込納付  

(1)手入力による作成方法 

（2）魔法陣データ読み込み

による作成方法 
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２－８－３．操作方法  

２－８－３－１．ダイレクト納付用口座の登録 

ダイレクト納付用口座の登録は、PCdesk（eLTAX利用者用ソフトウェア）で行います。 

PCdeskの操作方法についてはeLTAXホームページで、PCdesk操作マニュアルをダウンロードしてご

覧ください。 

 PCdeskの口座情報一覧にて登録した口座情報のステータスが「本登録」となっている場合、《魔法陣》

電子申告（地方税処理）でダイレクト納付が利用可能となります。 

 

 ＜ＣＨＥＣＫ＞  

ダイレクト納付用口座を PCdeskで登録する場合は、こちらをご覧ください。 

 

２－８－３－２．電子申告（法人住民税・事業税等）を行う 

 下記税目の電子納税を行うためには、電子申告を行う必要があります。（見込納付は除きます。） 

 

  （１）法人都道府県民税・事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税 

  （２）法人市町村民税 

  

 ＜ＣＨＥＣＫ＞  

  個人住民税（特別徴収）を電子納税する場合、給与支払報告書の電子申告は必須ではありません。 

 

２－８－３－３．納付情報発行依頼を行う 

 地方税のダイレクト納付をする場合、納付情報発行依頼を作成・送信する必要があります。 

 納付情報発行依頼の作成方法として、下記の２種類の方法があります。 

 

（１）電子申告連動による納付情報発行依頼 

  送信済みの電子申告データを eLTAXポータルセンタから取得して納付情報発行依頼を作成する方

法です。この方法による納付情報発行依頼は下記税目となります。 

   ①法人都道府県民税・事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税 

   ②法人市町村民税 

 

（２）新規作成による納付情報発行依頼 

  納付情報発行依頼を新規作成する方法です。※1 納付先と税額を手入力する方法、※2 前月の納付

情報ファイルを読み込む方法及び※3魔法陣データ読み込みによる方法があります。この方法による

納付情報発行依頼は下記税目となります。 

  ①個人住民税（特別徴収）  ※1、※2に対応 

  ②法人都道府県民税・事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税（見込納付）※1、※3に対応 

  ③法人市町村民税（見込納付）※1、※3に対応 

 

 ＜ＣＨＥＣＫ＞  

 １．法人都道府県民税・事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税及び法人市町村民税は、新規作成による納

付情報発行依頼はできません。（見込納付は除きます。） 

 ２．個人住民税（特別徴収）及び見込納付は、電子申告連動による納付情報発行依頼はできません。 

https://www.eltax.lta.go.jp/pcdesk/index.php
https://www.mahoujin.co.jp/support/faq_disp.php?product=ee5ef8f8-faed-11e5-9320-3f3e087c28b7&contents_category=a0ac7b76-3351-11ea-937f-0a14fb8d479c&no=e54b29d0-336a-11ea-bce3-0a14fb8d479c&mode=detail
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２－８－３－４．電子申告連動 

１．手順 

電子申告連動による納付情報発行依頼の方法を、法人都道府県民税・事業税・地方法人特別税の確定

申告を例に説明します。 

 
（１）［電子納税］TABを選択し、［電子申告連動］ボタンを押下します。 

 

 

（２）納付対象申告選択［CH309］画面が表示されます。 

税目、申告区分、事業年度等を入力し、［次へ］ボタンを押下します。 

 

 

（３）地方税ログイン画面が表示されますので、eLTAXの暗証番号を入力してログインします。 

（当該納税者の利用者 IDでログイン中の場合は表示されません。） 

 

法人都道府県民税・事業税、法人市町

村民税のいずれかを選択します。 

確定、中間、修正、予定のいずれかを

選択します。 

発電・小売電気事業（第３号）、特定

ガス供給業（第４号）に該当する場

合、下記のいずれかを選択します。 

・第３号のみ 

・第３号及び第１号・第２号 

・第４号のみ 

・第３号及び第４号 

・第４号及び第１号・第２号 

・第３号、第４号及び第１号・第２号 

 



5 

 

（４）納付対象申告一覧［CH310］画面が表示されます。納付対象申告選択［CH309］画面で設定した 

  納付先の一覧が表示されますので、納付先にチェックをして［次へ］ボタンを押下します。 

 
 

 納付先をマウスでドラッグしてスペースキーを押すと、納付先を複数選択することができます。 

 
 

 ＜ＣＨＥＣＫ＞  

１．納付先は100件まで選択可能です。納付先が100件を超える場合、納付情報発行依頼を複数回行う必

要があります。 

２．申告額が0円以下の地方公共団体を選択した場合、下記メッセージが表示されます。 

    

納付合計額が1円未満の地方公共団体を選択した場合、納付情報発行依頼ができませんのでご注意ください。 

納付情報発行依頼済みの場合、「依頼済」となります。 

均等割のみを納付する場合は、 

OKボタンを押し、作成を続行 

してください。 
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（５）納付金額一覧（電子申告連動）［CH311］画面が表示されます。納付情報発行依頼の送信を行うには

［送信］ボタンを押下します。 

 

■画面説明 

項目 説明 

納税者の氏名又は名称 利用者情報の法人名称（登録用）が表示されます。 

利用者名（カナ） 【必須】 利用者情報の法人名称（フリガナ）が表示されます。 ＜ＣＨＥＣＫ＞ 

利用者名（漢字） 【必須】 利用者情報の法人名称（入力用）が表示されます。 

住所         【必須】 利用者情報の住所が表示されます。 

手続名 選択した税目、申告区分が表示されます。 

まとめ納付見出し 納付情報発行依頼を複数回に分けて行う場合で、他の納付情報と区別する必

要があるときに入力します。全角120文字まで入力可能です。 

本税合計 全ての納付先の本税合計が表示されます。 

加算金合計 全ての納付先の加算金合計が表示されます。 

督促手数料合計 全ての納付先の督促手数料合計が表示されます。 

延滞金合計 全ての納付先の延滞金合計が表示されます。 

合計額 全ての納付先の納付合計額が表示されます。 

明細修正ボタン 選択した納付先の明細情報が表示されます。 

明細情報画面では、納付額の内訳を確認することができます。 

また、下記の修正等を行います。 

１．還付申告額がある場合 

２．見込納付額がある場合 

３．加算金・延滞金のみを納付する場合 

送信ボタン 作成した納付情報発行依頼を送信します。 

閉じるボタン 納付情報発行依頼の作成を中止します。 

 

 ＜ＣＨＥＣＫ＞  

 利用者名（カナ）の使用可能文字は、全角カタカナ（大文字のみ）、全角スペース、－（全角ハイフン）の

みです。利用者情報の法人名称（フリガナ）に全角カタカナ（小文字）が使用されている場合、利用者名   

（カナ）は全角カタカナ（大文字）で（例えば「ッ」→「ツ」）表示されます。   
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（６）納付金額一覧（電子申告連動）［CH311］画面の[送信]ボタンを押下すると、下記確認メッセージが表

示されますので、送信する場合は［はい］ボタンを押下します。 

 

 

（７）送信後、下記メッセージが表示されますので、［OK］ボタンを押下します。 
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２．明細情報 

（１）法人都道府県民税・事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税の場合 

①明細情報（法人二税）［CH312］ 

 

■画面説明 

項目 説明 

納付先 選択した納付先が表示されます。 

手続名 選択した税目及び申告区分が表示されます。 

事業年度 選択した事業年度が表示されます。 

申告受付番号 電子申告受付番号が表示されます。 

法人都道府県民税（法人税割） 法人税割の申告額が初期表示されます。 

法人都道府県民税（均等割） 均等割の申告額が初期表示されます。 

法人事業税（所得割） 所得割の申告額が初期表示されます。 

法人事業税（付加価値割） 付加価値割の申告額が初期表示されます。 

法人事業税（資本割） 資本割の申告額が初期表示されます。 

法人事業税（収入割） 収入割の申告額が初期表示されます。 

地方法人特別税 地方法人特別税の申告額が初期表示されます。 

特別法人事業税 特別法人事業税の申告額が初期表示されます。 

本税 本税の申告額が初期表示されます。 

加算金 加算金・延滞金内訳画面に入力した加算金が表示されます。 

督促手数料 加算金・延滞金内訳画面に入力した督促手数料が表示されます。 

延滞金 加算金・延滞金内訳画面に入力した延滞金が表示されます。 

合計額 本税に加算金、督促手数料及び延滞金を加算した金額が表示されます。 

加算金・延滞金ボタン 加算金等・延滞金内訳画面を表示します。 

設定ボタン 変更内容を保存し、画面を閉じます。 

キャンセルボタン 変更内容を破棄し、画面を閉じます。 



9 

 

②加算金等・延滞金内訳（法人二税）［CH313］ 

  

 

■画面説明 

項目 説明 

法人都道府県民税（督促手数料） 法人都道府県民税（督促手数料）を入力します。 ＜ＣＨＥＣＫ＞ 

法人都道府県民税（延滞金） 法人都道府県民税（延滞金）を入力します。 

法人事業税（過少申告加算金） 法人事業税（過少申告加算金）を入力します。 

法人事業税（不申告加算金） 法人事業税（不申告加算金）を入力します。 

法人事業税（重加算金） 法人事業税（重加算金）を入力します。 

加算金合計 加算金合計が自動計算されます。 

法人事業税（督促手数料） 法人事業税（督促手数料）を入力します。＜ＣＨＥＣＫ＞ 

法人事業税（延滞金） 法人事業税（延滞金）を入力します。 

設定ボタン 変更内容を保存し、画面を閉じます。 

閉じるボタン 変更内容を破棄し、画面を閉じます。 

 

 ＜ＣＨＥＣＫ＞  

 督促手数料の電子納税に対応していない地方公共団体は、督促手数料の入力はできません。 
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（２）法人市町村民税の場合 

 

 ①明細情報（法人市町村民税）［CH314］ 

 

 

■画面説明 

項目 説明 

納付先 選択した納付先が表示されます。 

手続名 選択した税目及び申告区分が表示されます。 

事業年度 選択した事業年度が表示されます。 

申告受付番号 電子申告受付番号が表示されます。 

法人市町村民税（法人税割） 法人税割の申告額が初期表示されます。 

法人市町村民税（均等割） 均等割の申告額が初期表示されます。 

本税 本税の申告額が初期表示されます。 

督促手数料 延滞金等内訳画面に入力した督促手数料が表示されます。 

延滞金 延滞金等内訳画面に入力した延滞金が表示されます。 

合計額 本税に督促手数料及び延滞金を加算した金額が表示されます。 

延滞金等ボタン 延滞金等内訳画面を表示します。 

設定ボタン 変更内容を保存し、画面を閉じます。 

キャンセルボタン 変更内容を破棄し、画面を閉じます。 
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 ②延滞金等内訳（法人市町村民税）［CH315］ 

  

 

■画面説明 

項目 説明 

法人市町村民税（督促手数料） 法人市町村民税（督促手数料）を入力します。＜ＣＨＥＣＫ＞ 

法人市町村民税（延滞金） 法人市町村民税（延滞金）を入力します。 

設定ボタン 変更内容を保存し、画面を閉じます。 

閉じるボタン 変更内容を破棄し、画面を閉じます。 

 

 ＜ＣＨＥＣＫ＞  

 督促手数料の電子納税に対応していない地方公共団体は、督促手数料の入力はできません。 
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３．明細情報の修正が必要な場合 

（１）還付申告額がある場合 

 

  還付申告額がある場合、明細情報には税額がマイナスで初期表示されます。明細情報にマイナスの金額

が含まれていると納付情報発行依頼の作成・送信時にエラーとなりますので、明細情報の修正が必要とな

ります。 

 

法人都道府県民税を例に説明します。 

 

  ①申告パターン１（法人税割の還付額と均等割の納付額を相殺せずに電子申告した場合） 

第六号様式 都道府県民税申告書  税 額 

この申告により納付すべき法人税割額（15） △190,000円 

この申告により納付すべき均等割額（19） 260,000円 

この申告により納付すべき道府県民税額（20）   260,000円 

還付請求 中間納付額（72） 190,000円 

 

    上記の場合、明細情報の法人税割には－190,000円が初期表示されますので、 

法人税割を 0円に修正します。 

    
 

    
    

 

  ②申告パターン２（法人税割の還付額と均等割の納付額を相殺して電子申告した場合） 

第六号様式 都道府県民税申告書 税 額 

この申告により納付すべき法人税割額（15） △190,000円 

この申告により納付すべき均等割額（19） 260,000円 

この申告により納付すべき道府県民税額（20）    70,000円 

還付請求 中間納付額（72）     0円 

    

上記の場合、明細情報の法人税割に－190,000円、均等割に 260,000円が初期表示されますので、 

法人税割を 0円、均等割(260,000円－190,000円＝70,000円)に修正します。 
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（２）見込納付額がある場合 

 

   見込納付額がある場合、明細情報に初期表示される税額は、見込納付額を差し引く前の申告額です。 

  よって、見込納付額がある場合、明細情報で見込納付額を差し引く必要があります。 

 

法人都道府県民税を例に説明します。 

 

  都道府県民税の確定申告書に下記のとおり見込納付額を記載して電子申告を行った場合 

第六号様式 都道府県民税申告書 税 額 

この申告により納付すべき法人税割額（15） 210,000円 

この申告により納付すべき均等割額（19） 260,000円 

この申告により納付すべき道府県民税額（20）     470,000円 

（20）のうち見込納付額(21) 

内、法人税割(140,000円) 

   均等割 (260,000円)                  

400,000円 

差引 (20)－(21)     70,000円 

    

 上記の場合、明細情報の法人税割に 210,000円、均等割に260,000円が初期表示されますので、 

   法人税割(210,000円－140,000円＝70,000円)、均等割(260,000－260,000円＝0円)に修正します。 

     

                                     

    

 

 

（３）加算金・延滞金のみを納付する場合 

   

  明細情報に初期表示されている税額を全て 0円に修正し、加算金・延滞金を入力した上で納付情報発行

依頼を行ってください。 
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２－８－３－５．特別徴収 

１．手順 

 

特別徴収の納付情報発行依頼の方法について説明します。 

 

（１）［電子納税］TABを選択し、［特別徴収］ボタンを押下します。 

 

 

 

（２）納付対象年月［CH331］画面が表示されます。納付対象年月を入力し［次へ］ボタンを押下します。 

 

 
 

 ＜ＣＨＥＣＫ＞  

 複数月分まとめて納付情報発行依頼はできません。納付情報発行依頼は単月分ごとに行ってください。 

 

（３）地方税ログイン画面が表示されますので、eLTAXの暗証番号を入力してログインします。 

（当該納税者の利用者 IDでログイン中の場合は表示されません。） 
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（４）納付金額一覧（特別徴収）［CH332］画面が表示されます。納付先を追加するには［明細追加］ボタ

ンを押下します。 

 

 

■画面説明 

項目 説明 

納税者の氏名又は名称 利用者情報の法人名称（登録用）が表示されます。 

利用者名（カナ） 【必須】 利用者情報の法人名称（フリガナ）又は氏名（フリガナ）が表示されます。 

＜ＣＨＥＣＫ＞ 

利用者名（漢字） 【必須】 利用者情報の法人名称（入力用）又は氏名が表示されます。 

住所         【必須】 利用者情報の住所が表示されます。 

手続名 選択した税目、申告区分が表示されます。 

納付対象年月 選択した納付対象年月が表示されます。 

まとめ納付見出し 納付情報発行依頼を複数回に分けて行う場合で、他の納付情報と区別する必

要があるときに入力します。全角120文字まで入力可能です。 

本税合計 全ての納付先の本税合計が表示されます。 

加算金合計 全ての納付先の加算金合計が表示されます。 

督促手数料合計 全ての納付先の督促手数料合計が表示されます。 

延滞金合計 全ての納付先の延滞金合計が表示されます。 

合計額 全ての納付先の納付合計額が表示されます。 

明細追加ボタン 納付先を追加します。 

明細修正ボタン 選択した納付先の明細情報が表示されます。 

明細情報画面で税額等の修正等を行います。 

地方公共団体の変更はできません。 

明細削除ボタン 選択した納付先を削除します。 

送信ボタン 作成した納付情報発行依頼を送信します。 

閉じるボタン 納付情報発行依頼の作成を中止します。 

 ＜ＣＨＥＣＫ＞  

利用者名（カナ）の使用可能文字は、全角カタカナ（大文字のみ）、全角スペース、－（全角ハイフン）のみで

す。利用者情報の法人名称（フリガナ）又は氏名（フリガナ）に全角カタカナ（小文字）が使用されている場合、

利用者名（カナ）は全角カタカナ（大文字）で（例えば「ッ」→「ツ」）表示されます。 
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（５）明細情報（特別徴収）［CH333］画面が表示されます。 

納付先地方公共団体、指定番号及び個人住民税（特別徴収税額）を手入力等（※１）し、［設定］ボタン

を押下します。 

 

 

■画面説明 

項目 説明 

納税者名 納税者名が表示されます。 

地方公共団体 個人住民税（特別徴収）の利用届出先地方公共団体がリスト表示されます。 

納付先の地方公共団体を選択します。 

区・事務所 地方公共団体を設定すると、その区・事務所が表示されます。 

指定番号 eLTAX ポータルセンタに指定番号が登録されている場合、［番号転記］ボタ

ンで指定番号を取得することができます。 

指定番号を取得できない場合は、特別徴収義務者用税額通知に記載の指定番

号を入力します。（指定番号欄が空白でも納付情報発行依頼は可能です。） 

申告税目 申告税目が表示されます。 

納付対象年月 選択した納付対象年月が表示されます。 

個人住民税 特別徴収義務者用税額通知に記載されている当該納付対象年月の特別徴収税

額を手入力します。 

eLTAX ポータルセンタに指定番号が登録されている場合、［番号転記］ボタ

ンから指定番号を選択すると、当該納付対象年月の特別徴収税額が参考表示

されます。(必ず特別徴収義務者用税額通知をご確認ください。) 

督促手数料 延滞金等内訳画面に入力した督促手数料が表示されます。 

延滞金 延滞金等内訳画面に入力した延滞金が表示されます。 

合計額 本税に督促手数料及び延滞金を加算した金額が表示されます。 

番号転記ボタン ※１ 

延滞金等ボタン ※２ 

設定ボタン 変更内容を保存し、画面を閉じます。 

キャンセルボタン 変更内容を破棄し、画面を閉じます。 

 

※１、※２は次ページを参照してください。 

 

個人住民税（特別徴収）の利用届出先の地

方公共団体がリスト表示されます。 選択

したい地方公共団体が表示されない場

合、当該税目の利用届出を行ってくださ

い。 
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※１番号転記ボタン 

 

地方公共団体から電子データの特別徴収税額通知を受信している場合、当該地方公共団体を選択して 

［番号転記］ボタンを押下すると、下記画面が表示されます。 

 

 
 

［設定］ボタンを押下すると、eLTAXポータルセンタに登録されている指定番号及び当該納付対象年月の 

特別徴収税額（参考値）が明細情報に転記されます。 

 

 ＜ＣＨＥＣＫ＞  

特別徴収税額に変更等があった場合、番号転記のタイミングや市区町村の処理上の理由等により eLTAX

ポータルセンタにおいて特別徴収税額の変更等が反映されていない可能性が考えられます。 

番号転記によって取得できる特別徴収税額はあくまで参考表示ですので、必ず特別徴収税額通知をご確

認の上、納付情報発行依頼を行ってください。 

 

 

※２延滞金等ボタン 

 

［延滞金等］ボタンを押下すると下記画面が表示されますので、延滞金等を入力して［設定］ボタンを押下

します。 

 

 

 

 ＜ＣＨＥＣＫ＞  

 督促手数料の電子納税に対応していない地方公共団体は、督促手数料の入力はできません。 
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（６）（５）で設定した納付先が一覧に表示されます。納付先が一覧に全て追加されるまで（４）と（５）の 

操作を行ってください。 

 

 

 

（７）一覧に納付先が全て追加されましたら、［送信］ボタンを押下します。 

 

 

 

 ＜ＣＨＥＣＫ＞  

納付先は100件まで追加可能です。 

納付先が100件を超える場合、納付情報発行依頼を複数回行う必要があります。 
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（８）納付金額一覧（特別徴収）［CH332］画面の[送信]ボタンを押下すると、下記確認メッセージが表示さ

れますので、送信する場合は［はい］ボタンを押下します。 

 

 

 

（９）送信後、下記メッセージが表示されますので、［OK］ボタンを押下します。 
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２．前月分の納付情報発行依頼作成ファイルを読み込む方法  

（１）機能・特長 

 個人住民税（特別徴収）の納付情報発行依頼をするときに、前月分の納付情報発行依頼作成ファイルを  

読み込むことにより、前月と同じ内容の納付情報発行依頼の作成が自動で行えます。 

 これにより、前月分と当月分で税額に変更がなければそのまま納付情報発行依頼の送信が行えますので、

入力の手間を省くことができます。 

 

（２）使用条件 

 この機能は、前月分の個人住民税（特別徴収）を電子納税（ダイレクト納付）している場合に利用可能で

す。なお、ダイレクト納付等については、下記をご参照ください。 

  ２－８－３－７．納付情報確認 

  ２－８－３－８．ダイレクト納付  

  ２－８－３－９．ダイレクト納付確認・完了 

  ２－８－３－１０．メッセージボックスで納付完了通知を確認する 

 

（３）納付情報発行依頼作成ファイルの出力方法 

［手順］ 

①［本人分（ログイン）］ボタンで地方税ログインを行い、前月分の納付情報をダブルクリックします。 

 
 

②［明細照会］ボタンを押下します。 

 
 

前月分の納付情報をダブルクリックします。 
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③［翌月用出力］ボタンを押下します。 

 
 

 

④［保存］ボタンを押下します。（ファイル名は変更しないでください。） 

 

 

 

 

 ＜ＣＨＥＣＫ＞  

１．ファイル名は、利用者 ID、納付対象年月、まとめ納付見出しで構成されています。ファイルを読込する

ときに必要な情報ですので、ファイル名は変更しないでください。 

 

２．ファイルの保存先（初期値）は下記のとおりです。 

C:¥Program Files (x86)¥Mahoujin¥Denshi¥SRC¥ChihozeiNofu 
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（４）納付情報発行依頼作成ファイルの読込方法 

 

［手順］ 

①［電子納税］TABを選択し、［特別徴収］ボタンを押下します。 

 

 

②納付対象年月［CH331］画面が表示されます。納付対象年月を入力し［次へ］ボタンを押下します。 

 
 

③［前月分読込］ボタンを押下します。 

 

 

画面説明は 15ページをご参照ください。 

 

 ＜ＣＨＥＣＫ＞  

［前月分読込］は、明細が１件も登録されていない場合に使用可能です。 
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④上記（３）④で出力した納付情報発行依頼作成ファイルが表示されます。選択して［開く］ボタンを押下

します。 

 

 

⑤読込完了メッセージの［OK］ボタンを押下すると、納付情報発行依頼が自動作成されます。 

 

 

前月分と税額が同じ場合は、そのまま［送信］ボタンを押下します。 

前月分と税額が異なる場合は、変更があった納付先を選択して［明細修正］を行い、［送信］ボタンを押

下します。 

 

 ＜ＣＨＥＣＫ＞  

１．前月のファイルのみ読込対象となります。前々月以前のファイルは読込できません。 

２．異なる利用者 IDから出力されたファイルは読込できません。 

３．正常に読込が完了したファイルは自動削除されます。 

４．前月分のまとめ納付見出しは読込対象外です。必要に応じて入力してください。 

５．6月及び 7月分の場合、年度更新による誤納防止の観点から税額は読込対象外となります。 
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２－８－３－６．見込納付 

見込納付の納付情報発行依頼の方法について、法人都道府県民税・事業税・特別法人事業税又は地方法人

特別税を例に説明します。 

 

１．手入力による納付情報発行依頼の作成方法 

 

（１）［電子納税］TABを選択し、［見込納付］ボタンを押下します。 

 

 

（２）税目・事業年度選択(見込納付)[CH331]画面が表示されます。税目・事業年度を入力し[次へ]ボタン

を押下します。 

  
 

（３）地方税ログイン画面が表示されますので、eLTAXの暗証番号を入力してログインします。 

（当該納税者の利用者 IDでログイン中の場合は表示されません。） 

 

法人都道府県民税・事業税、法人市町村

民税のいずれかを選択します。 

発電・小売電気事業（第３号）、特定ガ

ス供給業（第４号）に該当する場合、下

記のいずれかを選択します。 

・第３号のみ 

・第３号及び第１号・第２号 

・第４号のみ 

・第３号及び第４号 

・第４号及び第１号・第２号 

・第３号、第４号及び第１号・第２号 
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（４）納付金額一覧（見込納付）［CH322］画面が表示されます。納付先を追加するには［明細追加］ボタ

ンを押下します。 

 

 

■画面説明 

項目 説明 

納税者の氏名又は名称 利用者情報の法人名称（登録用）が表示されます。 

利用者名（カナ） 【必須】 利用者情報の法人名称（フリガナ）又は氏名（フリガナ）が表示されます。 

＜ＣＨＥＣＫ＞ 

利用者名（漢字） 【必須】 利用者情報の法人名称（入力用）又は氏名が表示されます。 

住所         【必須】 利用者情報の住所が表示されます。 

手続名 選択した税目、申告区分が表示されます。 

まとめ納付見出し 納付情報発行依頼を複数回に分けて行う場合で、他の納付情報と区別する必

要があるときに入力します。全角120文字まで入力可能です。 

本税合計 全ての納付先の本税合計が表示されます。 

加算金合計 全ての納付先の加算金合計が表示されます。 

督促手数料合計 全ての納付先の督促手数料合計が表示されます。 

延滞金合計 全ての納付先の延滞金合計が表示されます。 

合計額 全ての納付先の納付合計額が表示されます。 

魔法陣データ読込ボタン 

 

法人税・地方税のデータを参照して納付情報発行依頼を作成します。 

操作方法はこちらをご参照ください。 

明細追加ボタン 納付先を追加します。 

明細修正ボタン 選択した納付先の明細情報が表示されます。 

明細情報画面で税額等の修正等を行います。 

地方公共団体の変更はできません。 

明細削除ボタン 選択した納付先を削除します。 

送信ボタン 作成した納付情報発行依頼を送信します。 

閉じるボタン 納付情報発行依頼の作成を中止します。 

 

 

 ＜ＣＨＥＣＫ＞  

利用者名（カナ）の使用可能文字は、全角カタカナ（大文字のみ）、全角スペース、－（全角ハイフン）のみで

す。利用者情報の法人名称（フリガナ）又は氏名（フリガナ）に全角カタカナ（小文字）が使用されている場合、

利用者名（カナ）は全角カタカナ（大文字）で（例えば「ッ」→「ツ」）表示されます。 
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（５）明細情報・法人二税（見込納付）［CH323］画面が表示されます。 

納付先地方公共団体、見込納付額を手入力し、［設定］ボタンを押下します。 

 

 

■画面説明 

項目 説明 

納税者名 納税者名が表示されます。 

地方公共団体 法人都道府県民税・事業税等の利用届出先地方公共団体がリスト表示されま

す。納付先の地方公共団体を選択します。 

区・事務所 地方公共団体を設定すると、その区・事務所が表示されます。 

申告税目 税目・申告区分が表示されます。 

事業年度 事業年度が表示されます。 

法人税割(都道府県民税) 法人税割（都道府県民税）の見込納付額を手入力します。 

均等割(都道府県民税) 均等割（都道府県民税）の見込納付額を手入力します。 

所得割 所得割の見込納付額を手入力します。 

付加価値割 付加価値割の見込納付額を手入力します。 

資本割 資本割の見込納付額を手入力します。 

収入割 収入割の見込納付額を手入力します。 

地方法人特別税 地方法人特別税の見込納付額を手入力します。 

特別法人事業税 特別法人事業税の見込納付額を手入力します。 

設定ボタン 変更内容を保存し、画面を閉じます。 

キャンセルボタン 変更内容を破棄し、画面を閉じます。 

 

 

 ＜ＣＨＥＣＫ＞  

 見込納付の場合、加算金や延滞金等は入力できません。 

 

 

 

 

法人都道府県民税・事業税等の利用届出先

の地方公共団体がリスト表示されます。 

選択したい地方公共団体が表示されない

場合、当該税目の利用届出を行ってくださ

い。 
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（６）（５）で設定した納付先が一覧に表示されます。納付先が一覧に全て追加されるまで（４）と（５）の 

操作を行ってください。 

 
 

 

（７）一覧に納付先が全て追加されましたら、［送信］ボタンを押下します。 

 
 

 

 ＜ＣＨＥＣＫ＞  

納付先は100件まで追加可能です。 

納付先が100件を超える場合、納付情報発行依頼を複数回行う必要があります。 
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（８）納付金額一覧（見込納付）［CH322］画面の[送信]ボタンを押下すると、下記確認メッセージが表示さ

れますので、送信する場合は［はい］ボタンを押下します。 

 

 

 

（９）送信後、下記メッセージが表示されますので、［OK］ボタンを押下します。 
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【参考】法人市町村民税の明細情報(見込納付) 

 

明細情報・法人市町村民税（見込納付）[CH324] 

 
 

 

■画面説明 

項目 説明 

納税者名 納税者名が表示されます。 

地方公共団体 法人市町村民税の利用届出先地方公共団体がリスト表示されます。    

納付先の地方公共団体を選択します。 

区・事務所 地方公共団体を設定すると、その区・事務所が表示されます。 

申告税目 税目・申告区分が表示されます。 

事業年度 事業年度が表示されます。 

法人税割(市町村民税) 法人税割（市町村民税）の見込納付額を手入力します。 

均等割(市町村民税) 均等割（市町村民税）の見込納付額を手入力します。 

設定ボタン 変更内容を保存し、画面を閉じます。 

キャンセルボタン 変更内容を破棄し、画面を閉じます。 

 

 

 ＜ＣＨＥＣＫ＞  

 見込納付の場合、延滞金等は入力できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人市町村民税の利用届出先の地方公共

団体がリスト表示されます。 選択したい

地方公共団体が表示されない場合、当該税

目の利用届出を行ってください。 
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２．魔法陣データ読み込みによる納付情報発行依頼の作成方法 

 

（１）［電子納税］TABを選択し、［見込納付］ボタンを押下します。 

 

 

 

（２）税目・事業年度選択(見込納付)[CH331]画面が表示されます。税目・事業年度を入力し[次へ]ボタン

を押下します。 

  
 

 

（３）地方税ログイン画面が表示されますので、eLTAXの暗証番号を入力してログインします。 

（当該納税者の利用者 IDでログイン中の場合は表示されません。） 

 
 

 

 

法人都道府県民税・事業税、法人市町村

民税のいずれかを選択します。 

発電・小売電気事業（第３号）、特定ガ

ス供給業（第４号）に該当する場合、下

記のいずれかを選択します。 

・第３号のみ 

・第３号及び第１号・第２号 

・第４号のみ 

・第３号及び第４号 

・第４号及び第１号・第２号 

・第３号、第４号及び第１号・第２号 
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（４）納付金額一覧（見込納付）［CH322］画面の［魔法陣データ読込］ボタンを押下します。 

 
画面説明は 25ページをご参照ください。 

 

 

（５）版（法人税・地方税の作成年度バージョン）を選択するとデータが表示されます。データを選択し［次

へ］ボタンを押下します。 

 

 

 

■画面説明 

項目 説明 

版 法人税・地方税の作成年度版を選択します。 

次へボタン データを選択して押下すると、納付先選択画面が表示されます。 

キャンセルボタン 当該画面を閉じます。 

参照ボタン 法人税・地方税のデータ格納フォルダを変更する場合に押下します。 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

（６）納付先にチェックをして、［読み込み］ボタンを押下します。 

 
 

納付先をマウスでドラッグしてスペースキーを押すと、納付先を複数選択することができます。 

 
 

 

 ＜ＣＨＥＣＫ＞  

１．納付先は100件まで選択可能です。 

納付先が100件を超える場合、納付情報発行依頼を複数回行う必要があります。 

２．納付先に対して利用届出が行われていない場合、魔法陣データ読み込みができません。 

３．納付額の内訳にマイナスの税額が含まれている場合、納付情報発行依頼ができませんので、魔法陣デー

タ読み込み完了後、該当納付先の［明細修正］を行ったうえで、納付情報発行依頼を［送信］してくだ

さい。 
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（７）魔法陣データ読み込みが完了すると、納付情報発行依頼が自動作成されますので［送信］ボタンを押

下します。 

 
 

 

（８）納付金額一覧（見込納付）［CH322］画面の[送信]ボタンを押下すると、下記確認メッセージが表示さ

れますので、送信する場合は［はい］ボタンを押下します。 

 

 

（９）送信後、下記メッセージが表示されますので、［OK］ボタンを押下します。 
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２－８－３－７．納付情報確認 

（１）納付情報一覧画面 

［電子納税］TABの［本人分（ログイン）］ボタンから地方税ログインをすると、下記のように納付情報が 

一覧に表示されます。また、納付情報発行依頼送信直後には、新たに納付情報が一覧に表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

■画面説明 

項目 説明 

納付状況 発行依頼中   納付情報が発行依頼中のため、ダイレクト納付が不可の状態です。 

納付可      納付情報が発行済みのため、ダイレクト納付が可能な状態です。 

ダイレクト済  ダイレクト納付済みですが、ダイレクト納付用口座から税額が口座振替さ

れていない状態です。 

納付済 ダイレクト納付済みで、かつ、ダイレクト納付用口座から税額が口座振替

済みの状態です。 

手続名 納付情報の手続名が表示されます。 

事業年度等 事業年度が表示されます。 

見込   見込納付の納付情報の場合、○が表示されます。 

納付対象年月 納付対象年月が表示されます。 

支払日 ダイレクト納付日が表示されます。 

受信日時 納付情報発行依頼をした日時が表示されます。 

受付番号 納付情報発行依頼の受付番号が表示されます。 

まとめ納付見出し 納付情報発行依頼作成時に入力したまとめ納付見出しが表示されます。 

本人分（ログイン） 納付情報の確認や、ダイレクト納付を行う場合に、eLTAX にログインするために使用

します。ログイン中に押下すると、納付情報一覧が最新の状態に更新されます。 

詳細表示ボタン 納付情報を選択して押下すると、納付情報確認［CH301］画面が表示されます。 

 

 ＜ＣＨＥＣＫ＞  

 １．納付情報の表示期限は、納付情報発行依頼をした日から 120日後です。 

 ２．納付情報は複数選択できません。 

 ３．納付情報は削除できません。 

 

 

詳細ボタン又はダブルクリックで納付情報の確認［CH301］画面

が表示されます。 

ダイレクト納付等は上記画面を表示して行います。 
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（２）納付情報確認（総括表） 

 
■画面説明 

項目 説明 

納税者の氏名又は名称 納税者の氏名又は名称が表示されます。 

利用者名（カナ） 納付情報発行依頼をしたときの利用者名（カナ）が表示されます。 

利用者名 納付情報発行依頼をしたときの利用者名が表示されます。 

住所 納付情報発行依頼をしたときの住所が表示されます。 

手続名 納付情報の手続名が表示されます。 

事業年度・期別等 事業年度が表示されます。 

納付対象年月 納付対象年月が表示されます。 

まとめ納付見出し 納付情報発行依頼をしたときのまとめ納付見出しが表示されます。 

納付状況 納付状況が表示されます。 

支払金融機関 ダイレクト納付で利用した金融機関名が表示されます。 

支払口座 ダイレクト納付で利用した金融機関の口座番号が表示されます。 

支払名義（漢字） ダイレクト納付で利用した金融機関の口座名義（漢字）が表示されます。 

支払日 ダイレクト納付日が表示されます。 

本税合計 全ての納付先の本税合計が表示されます。 

加算金等合計 全ての納付先の加算金等合計が表示されます。 

督促手数料合計 全ての納付先の督促手数料合計が表示されます。 

延滞金合計 全ての納付先の延滞金合計が表示されます。 

合計額 全ての納付先の納付合計額が表示されます。 

プレビューボタン 納付情報のプレビューが表示されます。プレビューから印刷を行うことが可能です。 

納付発行情報ボタン 納付発行情報画面が表示されます。     画面は次ページを参照してください。 

明細照会ボタン 納付情報確認（明細）画面が表示されます。 画面は次ページを参照してください。 

期日指定取消ボタン 期日指定によるダイレクト納付をキャンセルするときに操作します。 

納付状況が「ダイレクト済」、かつ、支払日の前日以前の場合にキャンセルが可能で

す。支払日が当日の場合、キャンセルできません。 

ダイレクト納付ボタン ダイレクト納付［CH303］画面が表示されます。 ＜ＣＨＥＣＫ＞ 

閉じる 納付情報確認画面を閉じます。 

 ＜ＣＨＥＣＫ＞  

ダイレクト納付用口座が eLTAXポータルセンタに本登録されていない場合、ダイレクト納付できません。 

 



36 

 

（３）納付情報確認（明細）画面 

 

 

 ＜ＣＨＥＣＫ＞  

 １．納付先の本税内訳は確認できません。 

 ２．翌月用出力ボタンは個人住民税（特別徴収）の場合に表示されます。 

翌月用出力ボタンの詳細については、下記をご参照ください。 

   前月分の納付情報発行依頼作成ファイルを読み込む方法 

 

（４）納付発行情報画面 

 

 ＜ＣＨＥＣＫ＞  

 金融機関のATMやインターネットバンキングで電子納税する場合にご利用ください。 
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２－８－３－８．ダイレクト納付 

納付情報確認［CH301］画面の［ダイレクト納付］ボタンを押下すると、ダイレクト納付［CH303］    

画面が表示されます。この画面ではダイレクト納付用口座と納付方法を選択します。 

１．画面 

 

 ■画面説明 

項目 説明 

支払口座一覧 PCdeskで本登録されたダイレクト納付用口座が一覧表示されます。 

納付方法 ［今すぐ納付する］、［納付日を指定して納付を行う］のいずれかを選択します。 

納付日を指定して納付を行う場合、納付日を入力します。 

確認画面へボタン 支払口座と納付方法を選択後に押下します。ダイレクト納付確認画面が表示されま

す。 

閉じるボタン ダイレクト納付を行わずに終了します。 

 

２．ダイレクト納付用口座の選択 

 支払口座一覧にはPCdeskで本登録されたダイレクト納付用口座が表示されますので選択してください。 

３．納付方法の選択 

納付方法は下記の２通りの方法があります。 

（１）今すぐ納付を行う。（初期値） 

   ダイレクト納付が完了した当日にダイレクト納付用口座から税額が口座振替されます。 

（２）納付日を指定して納付を行う。 

   ダイレクト納付完了後、指定した納付日にダイレクト納付用口座から税額が口座振替されます。 

 ＜ＣＨＥＣＫ＞  

１．納付日を指定して納付を行う場合、eLTAXの仕様上、納付情報発行依頼をした日から120日後まで納付日の指定が可能

です。誤って納付日を納期限後にしないようにご注意ください。 

誤って納付日を納期限後にしてダイレクト納付を行った場合、ダイレクト納付の期日指定取消の操作を行ってください。 

 ２．口座情報に【注】が表示されている場合、金融機関の統廃合のため口座情報が変更となっており、口座からの引き落とし

ができない可能性があります。金融機関をご確認のうえ、新しく利用可能となった口座番号のご登録をお勧めいたします。 
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２－８－３－９．ダイレクト納付確認・完了 

ダイレクト納付［CH303］画面の［確認画面へ］ボタンを押下すると、ダイレクト納付確認［CH304］

画面が表示されます。 

 

１．ダイレクト納付確認画面 

 

 

■ボタンの説明 

項目 説明 

納付するボタン ダイレクト納付を行います。 

閉じるボタン ダイレクト納付を行わずに終了します。 

 

２．ダイレクト納付完了 

納付が完了すると下記画面が表示されます。［OK］ボタンを押下してください。 
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２－８－３－１０．メッセージボックスで納付完了通知を確認する 

 ダイレクト納付が完了し、ダイレクト納付用口座から税額が口座振替されると、メッセージボックスに 

「納付結果通知」が格納されます。 

 
 

メッセージ詳細画面の本文に「納付が完了しました。」と表示されていれば納付完了です。 

必要に応じて、プリントアウト等をしてください。 

 

 

 ＜ＣＨＥＣＫ＞  

納付完了通知のメッセージ本文中の納付情報（明細情報）には、eLTAX の仕様上、12 件分のみ表示され

ます。 
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２－８－３－１１．期日指定によるダイレクト納付をキャンセルする 

 納付日を指定してダイレクト納付をした場合、指定した納付日の前日までキャンセルが可能です。 

 

【手順】 

 

（１）ダイレクト納付をキャンセルする納付情報を選択し［詳細表示］ボタンを押下又はダブルクリック 

  します。 

 
 

 

 

（２）納付情報確認（総括表）画面の［期日指定取消］ボタンを押下します。 

 

 

 

 ＜ＣＨＥＣＫ＞  

［期日指定取消］ボタンは、納付状況が「ダイレクト済」、かつ、支払日が前日以前の場合に押下可能です。 
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（３）期日指定キャンセル確認画面が表示されます。［OK］ボタンを押下します。 

 

 

（４）期日指定キャンセル完了メッセージが表示されます。［OK］ボタンを押下します。 

 

 

 

（５）ダイレクト納付をキャンセルした納付情報の納付状況が「納付可」となり、再度ダイレクト納付する

ことが可能です。 
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２－８－４．留意点 

 

 《魔法陣》電子申告（地方税処理）の電子納税をご利用になる上で、下記にご留意ください。 

 

  １．Windowsのシステム日付は、必ず正常な日付に設定してご利用ください。Windowsのシステム日

付が異常な場合、ダイレクト納付が正常に行われない場合があります。 

 

  ２．代理人利用者 ID でログインして、納税者の電子納税を代理で行うことはできません。電子納税は

納税者本人の利用者 IDでログインの上、ご利用ください。  

 

  ３．メッセージ詳細画面からのダイレクト納付はできません。 

 

  ４．無償版の《魔法陣》電子申告ではご利用になれません。 

 

  ５．eLTAX共通納税システムの納付方法として、ダイレクト方式と情報リンク方式がありますが、 

   情報リンク方式には対応しておりません。 

 

    ６．ダイレクト納付用口座の預金残高が不足している場合、ダイレクト納付できませんのでご注意くだ

さい。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


